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厚木飛行場周辺における航空機騒音度調査について 
 
 

厚木飛行場の第一種区域等については、同区域を騒音の実態に即したものに
見直すため、令和４年度から騒音度調査を開始し、令和５年度においても調査
を実施してまいりました。 

 
このような中、厚木飛行場を使用する航空機の飛行方式について、令和６年

６月から新たな基準により設定した飛行方式が適用される予定です。 
 
このため、新基準の下での飛行方式の経路の運用が開始される令和６年６月

から、現地において騒音の実態を確認・検証するためのデータを収集すること
とし、騒音の影響を適切に評価していく予定です。 

 
また、これに伴い、当初、令和５年度までを予定していた当該騒音度調査の

調査期間については、令和６年度後半までとなる見込みですが、調査結果等に
ついては、地元関係自治体へ十分説明の上、同飛行場の第一種区域等の見直し
を行ってまいります。 

 


